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１【提出理由】

当社は、平成30年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年６月21日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

　以下のとおり定款を一部変更する。

　１．提案の理由

（１）当社の企業理念である「お客様、株主様、社員」が店舗や商品を通じてハッピーになれるといった

精　　　神を引き継ぎ、自分と自分の周りのたくさんの人たちのなかにハッピーを生み出すことが、今

後当社が目指していく経営ビジョンであり、その経営方針にふさわしい社名に変更したく、現行定款第

１条の一部を変更するものであります。

　　なお、商号変更につきましては、附則により平成30年８月１日から効力を生ずることとし、効力発

生後、当該附則は定款より削除するものといたします。

（２）コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性を高めるため、また、相談役を選定し

ない現状に鑑み、相談役の選定に関する規定を削除するものであります。

　　（３）その他、上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。

 

　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、柘植圭介、島田直昭及び塩塚哲也を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

113,138 384 ― (注)１ 可決 (99.37)

第２号議案
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）３名選任
の件
 
柘植圭介
 
島田直昭
 
塩塚哲也
 

 
 
 
 
 

112,969
 

112,970
 

112,952
 

 
 
 
 
 

604
 

603
 

621
 

 
 
 
 
 
―
 
―
 
―
 

(注)２

 
 
 
 
 

可決
 

可決
 

可決
 

 
 
 
 
 

(99.22)
 

(99.22)
 

(99.20)
 

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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